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令 和 ５ 年 度  下 野 三 楽 園 事 業 報 告 (案) 

 

Ⅰ 法 人 事 業 

 

１ 理事会・評議員会等の開催 

 

（１）役員会（理事会）の開催状況 

 開 催 日 主 な 審 議 決 定 事 項 出席状況 

第１回 R5.5.29（月） １ 令和４年度第２次補正予算 

２ 令和４年度事業報告及び決算報告 

    [監事監査 ： R5.5.24（水）] 

３ 基本財産の変更登記及び定款変更 

４ 分園型小規模グループケア整備の進捗状況 

５ 役員（理事・監事）候補者の選定 

６ 定時評議員会の招集事項 

理 事 ５名 

監 事 ３名 

臨 時 R5.6.14(水) １ 理事長の選任 理 事 ４名 

監 事 ３名 

臨 時 R5.7.18（火） １ 分園型小規模グループケア新築工事入札参

加予定業者の選定等 

書面決議 

理 事 ６名 

監 事 ３名 

臨 時 R5.8.18(金) １ 分園型小規模グループケア新築工事担当業

者との工事請負契約の締結 

２ 令和５年度第１次補正予算 

３ 評議員会の招集事項 

書面決議 

理 事 ６名 

監 事 ３名 

第２回 

 

R6.3.13（水） 

 

１ 令和５年度第２次補正予算 

２ 令和６年度運営方針及び事業計画 

３ 令和６年度予算 

４ 経理規程の改正 

５ 給与規程の改正 

６ 評議員会の招集事項 

７ 分園型小規模グループケア整備 

理 事 ６名 

監 事 ３名 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 
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（２）評議員会の開催状況   

 開 催 日 主 な 審 議 決 定 事 項 出席状況 

定時 R5.6.14（水） 

 

１ 令和４年度第２次補正予算 

２ 令和４年度事業報告 

３ 令和４年度決算 

    [監事監査： R5.5.24（水）] 

４ 基本財産の変更登記及び定款変更 

５ 役員（理事・監事）の選任 

６ 分園型小規模グループケア整備 

評議員 ５名 

監 事 ３名 

 

第１回 

 

R5.8.25(金) １ 分園型小規模グループケア整備の進捗状況 

２ 令和５年度第１次補正予算 

書面決議 

評議員 ７名 

監 事 ３名 

第２回 R6.3.27（水） １ 令和５年度第２次補正予算 

２ 令和６年度運営方針及び事業計画 

３ 令和６年度予算 

４ 経理規程の改正 

５ 給与規程の改正 

６ 分園型小規模グループケア整備 

評議員 ５名 

監 事 ３名 

 

（３）評議員選任・解任委員会の開催状況  

開催なし 

 

Ⅱ 施 設 運 営 事 業 

１ 児童の入所状況  

 （１）  措置児童 

年齢区分 
令和５年度 令和６年度 

R5. 4. 1現在 入 所 退 所 R6. 3.31現在 R6. 4. 1現在 

 
幼 児 

男 3 1 2 2 1 
女 3   3 1 
計 6 1 2 5 2 

 
小学生 

男 5   5 4 
女 6 2  8 9 
計 11 2  13 13 

 
中学生 

男 5  1 4 4 
女 6   6 4 
計 11  1 10 8 

 
高校生 

男 2  1 1 3 
女 5  1 4 7 
計 7  2 5 10 

 
計 

男 15 1 4 12 12 
女 20 2 1 21 21 
計 35 3 5 33 33 

 ※  R6.4.1現在の年齢区分別児童数は、新年度での入学等があるため 3.31現在とは異なる。 
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         R4.4.1現在の児童数には同日入所の小学生女児 1名を含む。（入所欄に再掲） 

（２） 一時保護 

     年齢 性別 一 時 保 護 期 間 等 備 考 

     なし 
 

 

 

（３） ショートステイ（宇都宮市・上三川町） 

 年齢 性別 利  用  期  間 備 考 

     なし  

 

２ 入所児童の支援 

（１） 年間指導計画及び行事計画に基づく事業の実施 

別紙１（ Ｐ ８ ～ Ｐ １２ ）のとおり 

 

① 部門別支援の実施 

ア 小規模居室単位での支援 

・畑での作物栽培（きゅうり、ミニトマト、なすなど）や収穫を行い、また、作った作物を丸か

じりしたり調理するなどして、育てる楽しみ・作る楽しみが体験できるようにした。 

・楽しく食事をしながら、挨拶の習慣やマナーが身に付けられるように努めた。また、食を

通して季節や行事に関する興味や、一般常識を理解する機会を持った。 

・居室ごとに子供と職員で調理を行う「居室炊飯」を毎月実施した。また、夏休みなどに実

施していた居室単位での一泊旅行に代わるイベントを、各居室ごとに児童が中心となり企

画し実施した。 

 

イ 個別指導 

・学校、児童相談所とのカンファレンスを実施した。 

・支援困難児については、担当職員からの相談に基幹的職員が中心になってアドバイス

を行うとともに、当該児童に対しても相談する時間を設けた。 

・児童相談所や学校などの関係機関と連携し、日常生活での問題行動などについての情

報交換を行って、共通理解と支援につながるように努めた。 

・施設内での支援が困難となった児童について児童相談所等と協議し、一時保護所に短

期間保護して行動観察を行った事案があった。 

  

ウ 心理療法 

・個別の心理療法は幼児２名、小学生６名、中学生５名、高校生２名を対象として実施した。 

・児童一人につき４５分間の心理療法を、延べ４２人に実施した。 

・児童の年齢に応じて、箱庭療法、人形を用いた遊戯療法や面談を行った。 
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・児童が育った家庭背景を鑑み、正しい知識を伝えるため、また自身の身体と命を肯定す

るため性教育を行った。 

・心理療法の結果は職員の打ち合わせや児童支援会議等で報告し、また、担当職員と日

常生活の様子を含めて共有することで、共に児童の理解を深め、養育に生かせるように

努めた。 

・心理職の技術向上のため、県外児童養護施設の心理担当職員のスーパーヴィジョンを受  

けている。 

 

エ 親子関係の再構築支援 

・児童と保護者の関係修復や改善のため、児童相談所と連携を取りながら、児童や保護者 

からの相談に対応し、支援に努めた。 

・入所時の家庭環境が改善された児童にあっては、外出泊を繰り返して家庭戻しにつなげ

た。 

 

オ 自立支援 

・とちぎユースアフター事業協同組合主催の自立支援プログラム研修（年６回実施）に児童 

（主に高校生対象）を参加させ、社会性の向上など自立に向けての支援を行った。 

・自立支援資金貸付事業（国庫）  利用実績なし 

・退所予定児童就労支援事業（共同募金会）  利用しなかった 

・園内宿泊訓練      実施しなかった 

・社会復帰促進事業   実施しなかった 

 

② 基礎学力の向上 

・公文式学習を実施 （小学生 ： 算数・国語 日・月・水・金・土／中学生 ： 数学 日・月・水・金） 

・中学生を対象として市内の学習塾への通塾を行った。 

 

③ 自立支援計画の策定及び実施 

各児童の現況と問題点等を概ね６か月ごとに話し合い、児童も参加して意見を聴いたうえ

で児童相談所と協議し、自立支援計画書を策定した。この計画書は児童相談所と共有し児

童の支援に活用している。 

 

（２） 子どもの権利擁護の取り組み 

・「権利ノート」の使い方について、子どもの年齢や理解力に応じた説明を実施した。 

・意見箱を設けるなどして意見や苦情を言いやすい環境づくりを整備しており、苦情解決の

推進のための第三者委員も設置している。 

 

（３） 退所児童への相談・支援 

近年の退所児童については別紙３（ Ｐ １６ ）のとおり 

児童からの相談を随時受けているほか、電話や訪問により生活状況の把握に努めている。
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また、児童によっては就労状況などから必要に応じて雇用先へ同行訪問するなどして雇用の

継続が図れるよう支援している。 

 

３ 地域連携・交流 

（１） 地域団体との連携・交流 

・篠井地区連合自治会に三楽園自治会として登録し、園長が自治会長として毎月の会議等に  

出席している。 

・篠井小学校地域協議会の構成員として参加しており、令和５年度は篠井小学校創立 150 周

年記念事業の実行委員としても関わった。 

・新型コロナ感染症の流行により休止されていた球技大会、体育祭、防災訓練などの各種行

事が再開されており、これに参加している。特に「秋まつり」、「うどん祭り」では 「さんらく太

鼓」を披露している。 

 

(２) 地域の子育て相談 

宇都宮市及び上三川町と契約し、ショートステイ事業を受け入れているが、令和５年度は実

績がなかった。 

 

(３) ボランティア及び実習生等の受け入れ、里親支援 

① ボランティア及び寄附物品の受け入れ  別紙２（ Ｐ １３ ～ Ｐ １５ ）のとおり 

② 県内の保育士養成校等に協力し、学生の施設実習を受け入れた。 

令和５年度の実績 ４校、９人、延べ１０１日 

③ 里親支援として、疲弊した里親から児童の一時委託（レスパイト）を受け入れる体制を整備し

ているが、令和５年度は実績なし。 

 

４ 施設管理 

（１） さんらくえん通信の発行及びホームページによる広報の充実 

① 園情報誌（さんらくえん通信）の発行 

年３回発行     第４８号（１０月）、第４９号（２月）、（第５０号（４月）） 

② ホームページの随時更新 

 

（２） 各種会議・委員会の活動 

運営会議（副主任以上の職員）、職員会議及び児童支援会議を毎月定例開催し情報を共有

するとともに、居室担当者会議やチームリーダー制を活用して職員間の意思統一と共通理解を

図り、入所児童の適切な支援にあたった。 

また、入所児童の食育を促進するための給食委員会を毎月開催し、毎日の残食調査を行っ

ているほか、子どもの嗜好調査を実施し支援に役立てている。 

 

（３） 児童養護施設運営指針に基づく第三者評価の受審 

第三者評価の受審年度ではなかったため自己評価を実施した。 

また、児童の満足度調査のための児童アンケートを９月と３月の２回実施した。 
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（４） リスクマネジメント 

重大な事故に至る可能性のある出来事（インシデント）が発生した際には、当事者に「ヒヤリハ

ット報告」を提出させ、全職員への周知と再発防止のための注意喚起を行っている。令和５年度

は児童の服薬忘れなど５件の事案が発生した。 

 

（５） 災害防止 

避難訓練を毎月実施し、消防署職員の指導により消火器を使用した消火訓練も実施した。 

   

５ 職員管理 

(１) 人材の確保と育成 

県内の保育士養成校に求人票を提出し新卒学生の募集を行っているほか、実習を行った学

生に対して就職の勧誘を行っている。また、ハローワークにも求人を出しており、希望者の見学

も随時行っている。 

 

(２) 職員の教育研修 

栃木県児童養護施設等連絡協議会（栃養協）が主催する各種研修に職員を参加させている

ほか、全国社会福祉協議会や「子どもの虹情報研修センター」など外部機関が行う研修も積極

的に受講させ、スキルアップを図っている。また、園内外での職場内訓練（ＯＪＴ）により日々資

質の向上に努めている。 

 

６ 分園型小規模グループケアの整備 

令和５年８月２６日に地鎮法要を行い同月２８日に着工、令和６年３月１１日に竣工して、３月２０日

に引っ越しを行った。分園「たんぽぽ」として児童６名と職員４名で令和６年４月１日から本格的に

稼働している。 
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Ⅲ 公益事業 

 

１ とちぎユースアフターケア事業 

① 自立支援プログラム研修会への参加  延べ参加者数２７名 

開催日 内    容 参加児童数 

第１回 

R5.6.24 
研修会「職業適性セミナー」とボウリング ３ 

第２回 

R5.7.22 
性教育「ココロとからだについて考えよう」 ６ 

第３回 

R5.9.9 
「コミュニケーション 10倍活用法」  ６ 

第４回 

R5.10.29 
法律知識「これってどうなの？知らないと損する法律クイズ」 ６ 

第５回 

R5.11.26 
料理コンテスト「レトルトご飯、根菜を使った料理」 １ 

第６回 

R6.2.12 
冠婚葬祭マナー及びテーブルマナー（洋食） なし 

地区別 

R6.1.27 
先輩との話し合い  〔本園卒園児が講師として参加〕 ５ 

※ R6.2.12 の第６回 冠婚葬祭マナー及びテーブルマナー（洋食）は、対象の高校３年生が 

いないため不参加。 

 

 

② 生活資金等の貸付事業  

R５年度貸付実績 なし 

 


